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簡
易
課
税
見
直
し

消
費
税
事
業
者
の
益
税
縮
小

　
政
府
・
与
党
が
２
０
１

４
年
度
税
制
改
正
で
、
消

費
税
の
納
税
で
中
小
事
業

者
の
事
務
負
担
を
軽
く
す

る
「
簡
易
課
税
制
度
」
の

見
直
し
を
検
討
し
て
い
る

／
暑
、Ｇ

こ
と
が
３
日
分
か
っ
た
。

納
税
額
の
算
出
方
法
を
一

部
見
直
し
、
国
庫
に
入
る

べ
き
消
費
税
の
一
部
が
事

業
者
の
手
元
に
残
る
「
益

税
」
の
縮
小
を
目
指
す
。

益
税
が
多
い
と
さ
れ
る
金

融
保
険
業
や
不
動
産
業
を

中
心
に
実
質
的
に
負
担
増

に
な
る
可
能
性
が
高
い
。

　
会
計
検
査
院
は
昨
年
、

益
税
問
題
が
消
費
税
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
性
を
損

ね
る
と
指
摘
し
た
。
財
務

省
は
来
年
４
月
の
消
費
税

政府検討

る
可
能
性
が
強
い
今
回
の

改
定
に
は
、
事
業
者
側
の

反
発
が
強
ま
り
そ
う
だ
。

　
消
費
税
の
納
税
額
は
事

業
者
が
［
売
上
高
に
か
か

］
る
消
費
税
」
か
ら
「
仕
入
れ

１
１
１
１
に
か
か
る
消
費
税
」
を
芦

増
税
が
確
定
し
た
こ
と
を
一
し
引
い
て
算
出
。
た
だ
、
仕

受
け
、
制
度
改
定
に
乗
り
ズ
れ
高
を
集
計
す
る
の
は

出
し
た
。

手
間
が
か
か
る
た
め
、
簡
一

国
税
庁
に
よ
る
と
、
貼
易
課
税
で
は
売
上
高
の
Ｉ

年
度
の
簡
易
課
税
に
よ
る

申
告
件
数
は
約
１
３
１
万

件
で
、
消
費
税
納
税
を
申

告
し
た
事
業
者
全
体
の
約

４
割
。
負
担
増
に
つ
な
が
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※売上高は1000円4消費税串5％､みなし仕入れ串90％、

　実際の仕入れ率は80％として計算

定
割
合
（
み
な
し
仕
入
れ

率
）
を
仕
入
れ
高
と
み
な

し
、
納
税
額
を
簡
単
に
計

算
で
き
る
よ
う
に
し
た
・
一

　
み
な
し
仕
入
れ
率
は
業

一

種
に
よ
っ
て
5
0
～
9
0
％
の

５
段
階
に
設
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
実
際
の
仕
入

れ
率
が
下
回
っ
て
い
る
場

合
、
簡
易
課
税
に
よ
る
納

税
額
が
通
常
の
方
法
に
よ

る
納
税
額
を
下
回
り
、
そ

の
差
額
が
益
税
と
な
る
。

　
財
務
省
に
よ
る
と
、
不

動
産
業
や
金
融
保
険
業
な

ど
で
は
、
み
な
し
仕
入
れ

率
と
実
際
の
仕
入
れ
率
と

の
隔
た
り
が
大
き
く
、
こ

れ
ら
の
業
種
を
中
心
に
み

な
し
仕
入
れ
率
を
引
き
下

げ
て
実
態
に
近
づ
け
る
こ

と
を
検
討
す
る
。
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◆課税事業者の免税点(現在は年間売上１０００万円以上)

　を引き下げて､すべての業者を課税対象にする譲いです

◆引き続き､消費税増税中止署名を集めていく事が大事で

　す｡署名に協力して下さい

旅白け

匹九にごを

支犬ころ則．
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